
獅子島架橋基礎調査（可能性調査）業務委託（公募型プロポーザル）参加表明書に関する回答書

【業務名】獅子島架橋基礎調査（可能性調査）業務委託 令和7年1月22日 現在
№ 質問日 回答日 該当箇所 質問 回答

1 R7.1.16 R7.1.17 実施要領P３（９）

 記載の同種実績で『設計業務を竣工した履
行実績』とありますが、これは、国（公社及
び公団を含む）、県又は市町村は発注した同
種業務の実績を完了したものであれば認めら
るという理解で宜しかったでしょうかご教授
の程宜しくお願い致します。

お見込みの通りです。
『同種業務を完了したもの』であれば認めま
す。

2 R7.1.16 R7.1.17
「プロポーザル実施要領」の
２の（７）

 弊社は九州内に商業登記法に基づき登記す
る本社・支店はありませんが、公的機関より
「九州に営業所がある事」「九州に当該資格
の技術者が在籍している事」を確認を頂いた
資料の準備は可能です。参加の可否を判断頂
けないでしょうか？

参加について認めます。
なお、令和４年９月１日からの、商業登記規
則等の一部改正により
「プロポーザル実施要領」の２の（７）にあ
る「九州内に商業登記法に基づき登記する本
社若しくは支店を有する者」を「九州内に本
社若しくは支店・従たる事務所を有する者」
に修正します。

3 R7.1.20 R7.1.20
説明書P2 ３ 3-1 （2）
「同種業務とは」

同種業務実績について
「支間⻑が１５０メートルを超える海上橋梁
の設計業務」とありますが、耐震補強設計、
補修設計、修正設計も対象となりますでしょ
うか。
また、過去何年間の業務が対象となりますで
しょうか。

「支間⻑が１５０メートルを超える海上橋梁
の設計業務」については、予備、概略、詳細
設計のほか、構造計算を伴う耐震、補修、修
正設計についても対象となります。
なお、過去何年間の業務対象について、期間
の制限はしません。
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4 R7.1.20 R7.1.21 様式−６の業務実施体制

 複数の部署にて本業務の対応を考えており
ますが、その場合業務実施体制の欄を複数に
分けて作成し各々の部署を記載する事でよろ
しいでしょうか。企業内の連携状況について
は任意様式で記載する予定です。

 様式６が複数になることは、構いません。
 様式６を複数提出する場合、組織図等で主
担当となる部署について、その旨を明記して
ください。

5 R7.1.21 R7.1.22
様式−４
手持ち業務の状況

 手持ち業務の記載金額につきまして、複数
年契約業務は契約金額を履行期間の総月数で
除し、令和6年度の履行月数を乗じた金額を
記載すればよろしいでしょうか。

 テクリス等に記載されている契約金額を記
載してください。
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